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本市の運営指導にご協力いただき、あ
りがとうございます。令和５年度の運営
指導で指摘の多かった事項をお知らせし
ますので、今後の事業所運営における参
考としてください。



各サービス共通（①事故報告）

〇市に報告すべき事故について、報告がない事例がありました。

介護保険施設等における事故報告について

（令和3年3月31日付け介護保険事業課長通知）

●誤薬や医療機関の受診を要する事故・ケガ

●食中毒や感染症

●事業所職員の法令違反・不祥事

●その他（捜索願、盗難、火災等）



各サービス共通（②勤務体制の確保等）

〇ハラスメントを防止するための取組みが必要。

→職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした

言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の

就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措

置を講じなければならない。



各サービス共通（③居宅介護支援事
業者等との連携）

〇指定訪問介護の提供に当たり、適切なケアプランの交付を受

けておらず、訪問介護計画と実際のサービス内容が整合しない

事例がありました。

→居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービ

スを提供する者との密接な連携に努めてください。

【千葉市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関

する基準を定める条例（以下条例）第14条 居宅介護支援事業

者等との連携】



居宅介護支援
（指定居宅介護支援の具体的取扱方針）

〇居宅介護支援の提供に当たり、居宅介護支援の業務が適切に

行われていることの確認ができない事例がありました。

→指定居宅介護支援の提供に当たり、具体的取扱方針において

示されている居宅介護支援の一連の業務について遵守してくだ

さい。

【千葉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基

準を定める条例第１５条第１号から２５号 指定居宅介護支援

の具体的取扱方針】



訪問介護（①心身の状況等の把握）

〇指定訪問介護の提供に当たり、利用者の心身の状況等を適切

に把握していることの確認ができない事例がありました。

→利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療

サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めてくださ

い。

【条例第１３条 心身の状況等の把握】



訪問介護（②基本取扱方針、具体的
取扱方針）

〇取扱方針に基づいたサービスの提供が、適切に行われている

ことの確認ができない事例がありました。

→基本取扱方針及び具体的取扱方針を再確認し、適切なサービ

ス提供を実施してください。

【条例第２２条 指定訪問介護の基本取扱方針】

【条例第２３条 指定訪問介護の具体的取扱方針】



訪問介護（③管理者及びサービス提
供責任者の責務）

〇管理者及びサービス提供責任者がサービス提供にあたり、適

切に管理していることの確認ができない事例がありました。

→管理者及びサービス提供責任者の責務を理解し、適切な管理

を行ってください。

【条例第２８条 管理者及びサービス提供責任者の責務】



訪問介護（④第１号訪問事業の提供
に当たっての留意点）

〇千葉市介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問サービスに

おいて、適切なサービスの提供が行われていることの確認できな

い事例がありました。

→利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若し

くは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した

日常生活を営むことができるよう支援してください。

【千葉市介護予防・日常生活支援総合事業に係る第１号訪問事業

及び第１号通所事業の人員、設備及び運営等に関する基準（令和

３年千葉市告示第２２６号。以下「告示」という。）第４２条及

び告示第６６条準用）】



訪問看護（主治の医師との関係）

〇指定訪問看護の提供に当たり、主治の医師の指示内容が明確

になっていない事例がありました。

→主治医から具体的な指示内容が示されていない場合は、必ず

確認してください。

【条例第７１条 指定訪問看護の具体的取扱方針】

【条例第７２条 主治の医師との関係】



通所介護・地域密着型通所介護
（従業者の員数）

〇生活相談員が提供日ごとに配置できていない事例がありまし

た。

→生活相談員は提供日ごと、通所介護の提供時間帯に配置して

ください。

【条例第９９条 従業者の員数】

【千葉市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例（平成２４年千葉市条例第６５号。

以下「地密条例」という。）第５９条の３第１項第１号（従業

者の員数）】



地域密着型通所介護（非常災害対策）

〇非常災害時用の物資が事業所内に保管されていない事例が

ありました。

→地震その他の非常災害に備え、物資の確保に必要な措置を

講ずるよう努めてください。

【地密条例第５９条１５ 非常災害対策】



地域密着型通所介護（地域との連携等）

〇運営推進会議を開催していることの確認ができない事例があ

りました。

→コロナ禍における臨時的取扱いは終了しています。運営推進

会議を設置しおおむね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動

状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運

営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けてくだい。

【地密条例第５９条１７ 地域との連携等】



福祉用具貸与（例外給付の算定）

〇軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の算定要件を満たし

ていることの確認ができないにもかかわらず、福祉用具貸与を

算定し、報酬を請求している事例がありました。

→軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の流れをご理解いた

だき、算定要件を満たしていることを確認してください。

【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（平成１２年

厚生省告示第１９号）及び「指定介護予防サービスに要する費用の額の算

定に関する基準」（平成１８年厚生労働省告示第１２７号）に基づく保険

給付の算定について】



おわりに

• 資料をご確認頂き、ありがとうございま

した。

• 各種関係法令、通知等を適宜ご確認頂き、

適正な事業所の運営にご協力をお願いし

ます。また、今後も引き続き本市の運営

指導にご協力をお願いいたします。


